
 

令和７年度 第１回静岡市再犯防止推進協議会 

 

日時 令和７年７月16日（水） 

18時30分から20時00分まで 

場所 静岡市地域福祉共生センター 

   みなくる ２階 会議室１ 

 

次  第 

 

１ 開 会 

２ 福祉総務課長挨拶 

３ 委員自己紹介 

４ 議事 

（１）会長の互選 

（２）副会長の指名（会長による指名） 

（３）令和６年度再犯防止推進事業の実績報告及び 

令和７年度再犯防止推進事業の予定       資料１ 

（４）再犯防止に関する支援者養成講座の開催     資料２ 

（５）第２次静岡市再犯防止推進計画の進捗状況    資料３ 

５ 連絡事項 

６ 閉 会 



（50音順・敬称略）
No. 所属 職名 氏名

1 公募委員 ー 天野
あまの

 早苗
さなえ

2 静岡保護観察所 企画調整課長 石川
いしかわ

 亜弓
あゆみ

3 静岡公共職業安定所 統括職業指導官 勝又
かつまた

 隆弘
たかひろ

4 静岡市社会福祉協議会 地域福祉部長 川島
かわしま

 徹也
てつや

5 静岡刑務所 矯正処遇調整官 小井土
こいど

 弘隆
ひろたか

6 静岡県就労支援事業者機構 理事 後藤
ごとう

 清雄
きよお

7 清水地区協力雇用主会 事務局長 齋藤
さいとう

 寧
やすし

8 静岡市駿河区保護司会 副会長 澁谷
しぶや

 耕一
こういち

9 スルガダルク 施設長 白鳥
しらとり

 裕也
ゆうや

10
居住支援法人
WAC清水さわやかサービス

総括責任者 鈴木
すずき

 久義
ひさよし

11 立教大学 特任教授 津富
つとみ

 宏
ひろし

12 静岡県弁護士会 弁護士 間
はざま

 光洋
みつひろ

13 公募委員 ー 松永
まつなが

 厚司
あつし

14 公募委員 ー 望月
もちづき

 美紀
みき

15 静岡地方検察庁 統括捜査官 吉川
よしかわ

 信人
のぶひと

静岡市再犯防止推進協議会 委員名簿



令和６年度 再犯防止推進事業実績報告及び 

令和７年度 再犯防止推進事業予定 
  

〇再犯防止相談支援事業 

・再犯防止推進センターの設置と再犯防止推進員の設置 

３区保護司会に委託し、更生保護サポートセンターに再犯防止推進センターを設置 
市民ボランティアによる再犯防止推進員を新たに４名任命し、葵区１名・駿河区３名・清
水区３名・市民ボランティア４名の計11名の再犯防止推進員を設置 

 
 
 
 
 
 

・再犯防止推進員による付添い支援 

検察などから 15件 の相談 ⇒ うち 8件 付添い支援実施 
（令和５年度 17件 の相談 ⇒ うち 3件 付添い支援実施） 

 
・伴走型支援 

付添い支援をした対象者が、その後も支援を希望 ⇒ 10件実施 
（令和５年度６件実施） 

 
〇再犯防止推進に関する啓発等 

・再犯防止市民講座 

更生保護や再犯防止に理解のある市民を増や 
し、生きづらさを抱える人の社会復帰のサポー 
ト役を担う支援者を要請するため、全７回の 
連続講座を実施 

申込者数（受講者数）   19名 
修了者数         15名 
再犯防止推進員申請者数  ５名 

 
市民講座の様子 ▶ 

 
 
 
 
 

令和７年度 

８月に広報紙「静岡気分」へ募集案内を掲載し、受講者を募集（定員20名） 

９月に初回講座を開催。１か月１回程度、全７回の講座を実施予定 

令和７年度 

市民ボランティアによる再犯防止推進員を新たに５名任命 

葵区２名、駿河区３名、清水区２名、市民ボランティア９名の計 1６名 

資料１



 
・静岡庁舎本館イエローライトアップ 

第74回社会を明るくする運動の一環として、 
令和６年７月３日から31日まで、静岡市役所 
静岡庁舎本館を更生保護のイメージカラーで 
ある黄色にライトアップ 
初日には点灯式を実施 
 

点灯式の様子 ▶ 
 
 
 
 
 

・ART FROMプロジェクト（静岡刑務所アート作品展示） 

令和６年度 
５月22日から６月28日まで、静岡銀行呉服町支店１階で、静岡刑務所に収容されている受
刑者のアート作品の展示を実施。 
７月２日から５日まで、静岡市役所静岡庁舎新館１階での展示を実施。 
 

 
 
 
 

・第35回静岡矯正展へのブース出展 

令和６年10月26日に開催された静岡矯正展でパネル展示とチラシ配布を行い、啓発活動を
実施。 
 
 

令和７年度 

７月１日から31日まで、静岡市役所本館のライトアップを実施中 

令和７年度 

年度下旬に、静岡市役所静岡庁舎新館１階での展示を予定 

令和７年度 

【静岡市再犯防止推進員（よりそい支援員）向け研修会の開催】 

年度中に、現在活動いただいている静岡市再犯防止推進員（よりそい支援員）向けの

研修を実施予定。 

実施内容としては、「付添い支援事業の説明（静岡市）」「推進員相互の意見交換会」を

検討中。 



再犯防止に関する支援者養成講座 

 

【事業概要】 

令和６年度に実施した市民向け講座を今年度も継続して実施し、再犯防止・更生保

護制度に理解のある市民を増やし、犯罪をした者等が社会復帰できる地域づくりと、

将来的に保護司の担い手を増やす土壌づくりを目指す。 

令和６年度同様、講座修了者で、再犯防止推進に携わりたいと希望するものを再犯

防止推進員に任命する。また、再犯防止推進員以外の市民ボランティア等も取り上

げ、犯罪をした者等に支援者として関わるきっかけづくりにつなげる。 

 

 

【講座メニュー 案】 

 全７回 各２時間 

回数 日時 依頼先 内容 

第１回 ９月 

９
：
３
０ 

～ 

１
２
：
０
０ 

静岡地方検察庁 ・刑事事件の流れ 

・施設見学 

第２回 10 月 静岡保護観察所 

清水区保護司会 

・更生保護制度 

・保護観察所、保護司の取組

について 

第３回 11 月 静岡少年鑑別所 ・少年鑑別所とは 

・施設見学 

第４回 11 月 駿府学園 ・少年院とは 

・施設見学 

第５回 12 月 就労支援事業者機構 

静岡公共職業安定所 

協力雇用主 

・出所者等の仕事 

第６回 １月 少年の家 

WAC 清水 

・出所者等の住まい 

・施設見学（少年の家） 

第７回 ２月 保護観察所 

スルガダルク 

こころの健康センター 

・薬物・依存症への支援 

 

資料２









No. （１）事業名 （２）事業概要 （３）事業形態 （４）その他留意事項 （５）所管課

1
競争入札参加資格の認定における
協力雇用主への加点措置

静岡市で発注する建設工事への入札参加資格を審査するに当たり、犯罪や非行をした人を雇用
し、立ち直りを助ける「協力雇用主」である事業者に対して加点を行うことで、事業者の再犯
防止の取組を促進します。

（補足）静岡市建設工事入札参加者に対して主観的事項の加算点として「再犯防止の取組状況
静岡保護観察所に協力雇用主として登録されている場合 10点」としている。

直営 契約課

2 高齢者等就労促進事業

「人生100年時代」に向け、多くの元気な高齢者等が、生涯現役で企業や地域で働き活躍するこ
とができる環境を整備するため、就労希望者と就労先のマッチング支援、人材育成等を行いま
す。
１ マッチング支援（プラットフォーム運営）
２ 重点分野の新規雇用創出
３ 普及啓発
【他部署・機関等の連携】
静岡市誰もが活躍推進協議会（事務局：静岡市地域包括ケア推進課）
静岡市保健福祉長寿局、同経済局、(公社)静岡市シルバー人材センター、(福)静岡市社会福祉協
議会、静岡商工会議所、静岡県ボランティア協会、札の辻クロスビルマネジメント㈱、静岡県
立大学、有識者（㈱ふじのくに物産、㈱インディードリクルートパートナーズ、BBT大学／一
般社団法人INSPIRE）

直営
地域包括ケア
推進課

3
生活保護受給者等就労体験・職業
訓練事業

生活保護受給者又は生活困窮者のうち、就労体験が少ない者、離職期間が長い者等就労阻害要
因がある者及び社会参加への意欲が乏しい者に対し、就労体験・職業訓練等を行うことによ
り、就労意欲及び就労能力並びに社会参加への意欲を高めます。

関係機関
・各福祉事務所 生活支援課
・株式会社東海道シグマ
・自立相談支援機関（静岡市暮らし・しごと相談支援センター）

一部委託 福祉総務課

4
就職氷河期世代再チャレンジ支援
事業

被支援者の能力に応じた就労マッチングや、特性を活かした人材育成事業を通して、就職氷河
期世代の就労や社会参加を支援します。

一部委託 令和６年度事業終了
地域包括ケア
推進課

5
誰もが活躍支援プロジェクト検討
事業

多様な就労困難者の就労及び社会参画を支援する体制についての検討するための調査を実施す
るとともに、誰もが活躍するまちの実現に向けてプロジェクトの総合的な制度設計を行いま
す。

一部委託 令和５年度にて終了
地域包括ケア
推進課

再犯防止関連事業

事業類型①：就労支援の充実
 個々の適性を踏まえた就労支援の充実【重点】

資料３



No. （１）事業名 （２）事業概要 （３）事業形態 （４）その他留意事項 （５）所管課

6 就労自立促進事業

職業安定所（ジョブサポートコーナー）を各福祉事務所に隣接して設置し、各区の就労支援員
や関係機関と連携を図りながら就労に向けた支援を行います。生活保護受給者、児童扶養手当
受給者、住居確保給付金受給者及び生活困窮者自立支援法（平成25年法律第105号）に基づく
自立相談支援事業による支援を受けている生活困窮者等を対象としたもので、ハローワークの
協力を受けながら、きめ細やかな就労支援を推進することにより、生活保護受給者等の就労に
よる自立を促進します。

関係機関
・各福祉事務所 生活支援課
・各区ジョブサポートコーナー
・静岡公共職業安定所（ハローワーク）
・清水公共職業安定所（ハローワーク）

直営 福祉総務課

【新】
令和６
年度開
始

多様な就労困難者の雇用推進プロ
ジェクト

働きづらさを抱えながらも就労や社会参加を希望するすべての人が、生きがいや役割を持ち望
む場所で活躍を整えるため、就労に結びついていない多様な就労困難者と人手不足の企業をつ
なげ、持続的な雇用体制を構築するための実証事業を行います。
【事業内容】
１ インクルーシブ雇用推進事業
２ 各種制度等の調査検討
【担当課】
地域包括ケア推進課
【連携･協働する他部署･機関等】
静岡市誰もが活躍推進協議会（事務局：静岡市地域包括ケア推進課）
静岡市保健福祉長寿局、同経済局、(公社)静岡市シルバー人材センター、(福)静岡市社会福祉協
議会、静岡商工会議所、静岡県ボランティア協会、札の辻クロスビルマネジメント㈱、静岡県
立大学、有識者（㈱ふじのくに物産、㈱インディードリクルートパートナーズ、BBT大学／一
般社団法人INSPIRE）、つながりあいず

一部委託
地域包括ケア
推進課



No. （１）事業名 （２）事業概要 （３）事業形態 （４）その他留意事項 （５）所管課

7 生活困窮者住居確保給付金事業

生活困窮者自立支援法に基づき、失業等により住居を失う又は失うおそれのある生活困窮者に
対し、家賃相当額を支給するとともに就労支援を行う、または、転居費用について支給を行
い、自立を後押しします。
【家賃扶助】
離職・廃業後２年以内、又は給与等を得る機会が当該個人の攻めに帰すべき理由・当該個人の
都合によらないで減少し、離職又は廃業と同程度の状態にある生活困窮者に対し、家賃相当額
（原則３月、最長９月間）を支給します。

【転居費用補助】
申請日において、離職又は、やむを得ない休業等によって収入が減少し、離職・廃業と同程度
の状況にある者で、かつ自立相談支援機関で家計改善支援を受けている者のうち、家計の改善
のために転居が必要であると判断された者へ、転居費用相当分を支給します。

関係機関
・各福祉事務所 生活支援課
・自立相談支援機関（静岡市暮らし・しごと相談支援センター）

直営 福祉総務課

事業類型②：住居の確保と支援
 対象者の特性に応じた住居の確保と支援【重点】



No. （１）事業名 （２）事業概要 （３）事業形態 （４）その他留意事項 （５）所管課

8 生活困窮者居住支援事業

生活困窮者自立支援法に基づき、住居の無い生活困窮者に対し、一時的な生活の場所と食事を
提供し、その間に自立相談支援機関等が住居の確保を支援することで、安定した居宅生活を送
れるよう後押しします。
ホテル・旅館等と協定を結び、住居の無い生活困窮者に住居及び食事の提供をしながら、就労
支援等により住居の確保を支援します。原則２月以内（最長３月）支援します。

関係機関
・自立相談支援機関（静岡市暮らし・しごと相談支援センター）

直営 福祉総務課

9 養護老人ホームの設置・管理

おおむね65歳以上の高齢者で、環境上及び経済上の問題で、居宅において養護を受けることが
困難な者を入所させる養護老人ホームを所管しています。
養護老人ホームの入所に係る措置は各福祉事務所高齢介護課が行っています。
・関係機関 各福祉事務所 高齢介護課

全部委託 高齢者福祉課

10
セーフティネット住宅登録制度の
活用

「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づき、保護観察対象者
等を含む住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅（セーフティネット住宅）の登録を
促し、居住の安定に努めます。

直営 住宅政策課

11
居住不安定者等居宅生活移行支援
事業

本市福祉事務所・生活困窮者自立相談支援機関と連携し、居住支援を実施した本市所在の居住
支援法人に対し、成約件数に応じた補助金を交付することにより、居住支援法人の財政基盤の
強化を図り、本市における生活困窮者に対する居住支援体制の拡充を図る。

補助金 福祉総務課



No. （１）事業名 （２）事業概要 （３）事業形態 （４）その他留意事項 （５）所管課

12 再犯防止相談支援事業

付添い支援・・・保護観察がつかない人を対象に、出所・釈放後の行政窓口の手続きに、「再
犯防止推進員」として市から委嘱を受けた更生保護に理解のある市民が付添い、適切な福祉
サービスにつなげます。
伴走型支援・・・過去に犯罪等をした者が社会復帰を果たし、ある程度生活の立て直しのめど
がついた後も、各区の暮らし・しごと相談支援センターが定期的に連絡等をとり、生活の困り
ごとの相談に乗り伴走型の支援をします。

全部委託 福祉総務課

再7
再8

生活困窮者住居確保給付金事業・
生活困窮者居住支援事業【再掲】

再掲 直営 福祉総務課

再9
養護老人ホームの設置・管理【再
掲】

再掲 全部委託 高齢者福祉課

13 成年後見制度利用促進事業

認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない方が、地域で安心して自分
らしく生活が送れるよう、市が関係団体と連携し、成年後見制度を必要とする市民を利用につ
なげるための地域の支援体制を構築します。
【事業内容】
１ 静岡市成年後見支援センターにおける相談支援
２ 静岡市成年後見制度利用促進協議会の開催
３ 成年後見制度利用支援事業
（１）市長申立ての実施
（２）報酬助成の実施
【担当課】
福祉総務課、障害福祉企画課・高齢者福祉課・精神保健福祉課・各区高齢介護課・各区障害者
支援課
【連携機関】
弁護士会、司法書士会、社会福祉士会、家庭裁判所、地域包括支援センター、障害者相談支援
事業所等

一部委託 福祉総務課

事業類型③：対象者の特性に応じた保健医療・福祉サービスの利用の促進等
（1）高齢者・障がいのある人などで犯罪をしてしまった者等への支援



No. （１）事業名 （２）事業概要 （３）事業形態 （４）その他留意事項 （５）所管課

14 生活困窮者自立相談支援事業

 静岡市暮らし・しごと相談支援センター（生活困窮者自立相談支援法に基づく自立相談支援
機関）を設置し、生活困窮者が困窮状態から早期に自立するための支援を実施します。
各区に自立相談窓口を設置し、生活困窮者個々の状況に応じた自立支援プランを作成し、伴走
型の支援を実施します。

・関係機関
各福祉事務所 生活支援課
 自立相談支援機関（静岡市暮らし・しごと相談支援センター）

全部委託 福祉総務課

15 生活保護制度

生活保護法に基づき、生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じた必要な保護
を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立を支援します。

・保護の種類
 ①生活扶助、②教育扶助、③住宅扶助、④医療扶助
 ⑤介護扶助、⑥出産扶助、⑦生業扶助、⑧葬祭扶助
・関係機関
各福祉事務所 生活支援課

直営 福祉総務課

16 重層的支援体制整備事業

複雑化・複合化した問題を抱える世帯への支援策を検討する重層的支援会議等を開催し、事例
の状況に応じて、アウトリーチ等を通じた継続的支援や参加支援を実施します。様々な困りご
とを抱える方を対象とした包括的な支援体制の構築に向け、庁内外での連絡調整や会議体での
検討、庁内関係課及び関係機関の職員に対する研修等を行います。

一部委託 福祉総務課

17 高齢者実態調査

市内に住む75歳以上のひとり暮らし、高齢者のみ世帯等を民生委員が訪問し、身体状況等につ
いて聴き取って調査します。
調査結果は、市の福祉施策や民生委員活動の基礎資料とするとともに、援護が必要な方の情報
を各地域包括支援センター等にも提供し、必要に応じた保健福祉サービス等の活用につなげた
り、地域の見守り活動に活用したりしています。

直営 高齢者福祉課

18 地域移行支援事業
障害者支援施設や児童福祉施設の入所者や、精神科病院に入院している人等を対象として、住
まいを確保することや、地域での生活に移行するための相談などを行います。

補助金
障害者支援推
進課

19 地域定着支援事業

居宅において単身であるため、又はその家族と同居している場合であっても家族等の障害・疾
病等や障害者本人の生活環境の大きな変化等により、居宅における自立した日常生活を営む上
での問題に対する支援が見込めない状況にある障害者に対して、常時の連絡体制を確保するこ
とで、障がいの特性が原因して生じる緊急の事態等に対する相談や支援を行います。

補助金
障害者支援推
進課



No. （１）事業名 （２）事業概要 （３）事業形態 （４）その他留意事項 （５）所管課

20 障害者相談支援事業

基幹相談支援センター業務において、地域移行・地域定着の促進に取り組み、再犯防止推進法
に基づく、障がい者等の再犯防止に関する相談業務を行います。
また、静岡県地域生活定着支援センターと連携し、矯正施設から退所した障がい者が適切な福
祉サービスを利用できるように調整を行うとともに、受入れ先事業所に対する後方支援を行い
ます。

全部委託
障害福祉企画
課

21 依存症対策事業

依存症相談拠点として、依存症当事者やその家族を対象に相談支援及び普及啓発等を実施する
ことにより早期に適切な治療や支援につなげます。また、地域の支援者を対象に人材育成、技
術援助を実施し、相談対応力等の向上を図ります。
また、依存症専門医療機関、依存症治療拠点機関、保護観察所等との関係機関との連携を推進
します。

直営

こころの健康
センター
精神保健福祉
課

22 スクールカウンセラー活用事業
いじめ、不登校又は問題行動等、児童生徒の心の問題に対応するため、スクールカウンセラー
を小中学校及び高等学校に配置し、児童生徒、保護者等への相談活動を実施します。

直営
教育総務課
児童生徒支援
課

23 教育相談員活用事業
教育相談員を小中学校に配置し、児童生徒に対して日常的な見守りや寄り添うことなどを通し
て、社会的自立に向けた支援を行います。

直営 学校教育課

24
スクールソーシャルワーカー活用
事業

小中学校及び高等学校にスクールソーシャルワーカーを配置又は派遣し、いじめ、不登校又は
暴力行為その他の学校生活における諸問題を抱える児童生徒やその家庭に対して必要な支援を
行い、学校生活上の諸問題の解決を図ります。

直営
教育総務課
児童生徒支援
課

25 少年補導の実施
青少年の健全育成・非行の未然防止活動のための少年補導を、地域や関係機関と連携して実施
しています。

直営
こども若者応
援課

26
生活困窮者子どもの学習意欲向上
事業

市内の被保護者世帯及び生活困窮世帯の子どもが学習の習慣づけや進学意欲を持つことができ
るよう支援を実施し、高校への進学及び高校卒業後の就職・進学を後押しします。
・関係機関 各福祉事務所 生活支援課

一部委託 福祉総務課

事業類型③：対象者の特性に応じた保健医療・福祉サービスの利用の促進等
（3）少年・若年者への支援

（2）薬物等への依存症の人で犯罪をしてしまった者への支援
事業類型③：対象者の特性に応じた保健医療・福祉サービスの利用の促進等



No. （１）事業名 （２）事業概要 （３）事業形態 （４）その他留意事項 （５）所管課

27 配偶者暴力相談支援センター事業

配偶者からの暴力を防止するとともに、配偶者から暴力を受けた被害者からの相談に応じた
り、適切な相談機関につないだり、様々な支援を行います。

関係機関
・各福祉事務所 生活支援課
 ※静岡市配偶者暴力相談支援センターが各区生活支援課に設置されていることは公表してい
ないため、外部取り扱い注意
・男女共同参画・人権政策課

直営 福祉総務課

再20 障害者相談支援事業【再掲】 再掲 全部委託
障害福祉企画
課

28 少年鑑別所の見学
触法少年及びぐ犯少年（犯罪に至らないものの、犯罪に結びつくような問題行動があって、保
護する必要性が高い少年）について、法務少年支援センター（少年鑑別所）の見学を行い、再
犯防止を図ります。

直営 児童相談所

再21 依存症対策事業【再掲】 再掲 直営

こころの健康
センター
精神保健福祉
課

29
精神保健福祉センターにおける
相談事業

こころの悩み、精神疾患や障害に関する様々な相談を専門職が受けています。 直営
こころの健康
センター

30
電話相談事業
（てるてるハート）

メンタルヘルスに関する本人や家族からの電話相談を受けています。 直営
こころの健康
センター

31 児童虐待防止対策
要保護児童対策地域協議会において要保護児童等の早期発見や適切な保護を図るため、関係機
関と連携し、児童やその保護者に関する情報やリスクを踏まえた支援方針等を共有するととも
に、支援内容や役割分担などの協議を行います。

直営
こども家庭福
祉課

事業類型③：対象者の特性に応じた保健医療・福祉サービスの利用の促進等
（4）犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導の実施



No. （１）事業名 （２）事業概要 （３）事業形態 （４）その他留意事項 （５）所管課

再1
競争入札参加資格の認定における
協力雇用主への加点措置【再掲】

再掲 直営 契約課

32 人権啓発活動
スポーツ組織と連携・協力した人権啓発に関するイベントの開催や人権に関する講演会の実施
等を通じて、人権尊重の考えを広め、人権問題に対する正しい認識を広めることにより、基本
的人権の擁護を図ります。

一部委託
男女共同参
画・人権政策
課

33 保護司会連絡協議会への補助

更生保護活動、犯罪予防活動を行う静岡市保護司会連絡協議会に対し、補助金を交付し保護司
や保護司会の活動を支援します。
静岡市保護司会連絡協議会は、更生保護、犯罪予防を目的とする「社会を明るくする運動」
や、薬物乱用防止等の啓発活動を実施しています。

主な活動
・保護司会における青少年関連事業
・静岡市青少年問題協議会への参加
・静岡市青少年育成センター主催の少年補導への参加
・各中学校区で実施する健全育成大会への参画  等

補助金 福祉総務課

34 更生保護サポートセンターの設置

更生保護サポートセンターは、保護司・保護司会が地域の更生保護活動の拠点として、地方公
共団体や地域の関係機関・団体と連携しながら、地域で処遇活動及び地域活動を実施してい
る。市では３つの保護区全ての更生保護サポートセンターが市有施設に設置され、活動を続け
ている。

補助金 福祉総務課

35 感謝状の贈呈

静岡市青少年育成事業として、補導委員の職務に通算10年以上従事し、功労が顕著である方等
に対し、市長から感謝状を贈呈しています。
（１）補導委員の職務に通算10年以上従事し、功労顕著である者
（２）前号に掲げる者のほか、市長が特に功績顕著であると認める者

直営
こども若者応
援課

36 社会を明るくする運動の推進 社会を明るくする運動を、保護観察所、保護司会等と協力して推進します。 直営 福祉総務課

37 再犯防止に関する支援者養成講座
市民向けに再犯防止の推進や更生保護の制度等について、連続講座を行い、再犯防止推進につ
いて理解のある市民を増やす。講座終了者は、希望により、再犯防止推進事業の「付添い支
援」を行う「再犯防止推進員」として活動する。

直営 福祉総務課

事業類型④：民間協力者の活動促進、広報・啓発活動の推進等



No. （１）事業名 （２）事業概要 （３）事業形態 （４）その他留意事項 （５）所管課

38
静岡刑務所仮釈放予定受刑者によ
る公園清掃作業

静岡刑務所に収容されている者のうち、受刑態度が良好等で仮釈放が予定されている者を対象
に、静岡刑務所と協力して公園の清掃という社会貢献活動の機会を提供することで、受刑者の
改善更生の意欲を高め、再犯防止を図ります。

直営
静岡刑務所からの依頼に基づいて
行っているため、静岡刑務所の事情
により終了する可能性がある。

公園建設管理
課

39 関係会議への参加
犯罪をした者等への支援を行うため、国、県、及び協力団体を含む関係機関等との連携を強化
し、再犯防止施策等を推進することを目的として、市町村再犯防止等推進会議、矯正施設所在
自治体会議等に参加し、情報交換、調査研究等を行います。

直営 福祉総務課

40 静岡市再犯防止推進協議会の開催
静岡市再犯防止推進計画及び再犯防止推進に関する事業の進捗管理のため国等関係機関や民間
の支援団体、学識経験者等で構成する附属機関「静岡市再犯防止推進協議会」を開催します。

直営 福祉総務課

再36
社会を明るくする運動の推進【再
掲】

再掲 直営 福祉総務課

再21 依存症対策事業【再掲】 再掲 直営

こころの健康
センター
精神保健福祉
課

事業類型⑤：国・民間団体等との連携強化



 

静岡市における初犯者数・再犯者数の推移 

 

検挙者数 
検挙人数 

総数 

初犯者・再犯者別 
再犯者率 

初犯者 再犯者 

平成29年（2017） 1,196人 621人 575人 48.1％ 

平成30年（2018） 1,054人 547人 507人 48.1％ 

平成31年・令和元年（2019） 1,119人 595人 524人 46.8％ 

令和２年（2020） 1,017人 518人 499人 49.1％ 

令和３年（2021） 960人 495人 465人 48.4％ 

令和４年（2022） 882人 464人 418人 47.4％ 

令和５年（2023） 889人 450人 439人 49.4％ 

【法務省矯正局提供データに基づき静岡市作成】 

※静岡市内の警察署の検挙人員（少年を除く。） 
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